
野菜ソムリエコミュニティーながの  第９回定期総会 

2015年 4月 21日 

１．開会あいさつ  高澤副代表 

２．代表あいさつ  増田代表 

３．来賓紹介   増田代表より 

   日本野菜ソムリエ協会  佐々木優氏 

４．役員紹介 

５．議長選出 

６．議題 

【第 1号議案】平成 26年度事業報告及び決算書の承諾  ＜承諾＞ 

・事業報告   増田代表より 

 活動履歴報告書に基づき、対外的活動と体内的活動について報告 

 対外：プロのシェフと野菜ソムリエによる伝統野菜第１回から 3回の料理教室についてなど 

 対内：甲信越交流会、味の素の勉強会についてなど 

・平成 26年度収支決算報告  石川事務局より＜承諾＞ 

【第 2号議案】平成 27年度事業計画及び予算案の承諾  ＜承諾＞ 

・事業計画   増田代表より 

①甲信越交流会 「伝統野菜・小布施丸なすのおやき作り体験(仮称)」 

平成 27年度は長野県が開催地であるため、役員及び会員の多くの参加と協力を促す 

②信州の伝統野菜を味わう会 

信州ベジフルラボを主体に随時開催予定 

③役員会の定期実施 

長野市と松本市で隔月毎週第１木曜日に実施予定 

④コミュニティーながのとコミュニティー南信州合同役員会及び交流会実施予定 

⑤コミュニティーメンバーからイベント案を随時募集している  中島さんより 

・平成 27年度収支予算書  石川事務局より＜承諾＞ 

【第 3号議案】平成 27年度役員選出   6 名  ＜承諾＞ 

【第４号議案】コミュニティーながの会員の定義変更と会費について ＜承諾＞ 

今まで任意としていた協力費を廃止し、新たに年会費の支払いを会員の義務とする 

・会費 1,000 円(会費の支払いが一定期間ない場合は通告の上退会としメール配信も停止する) 

・会費義務化の移行期として平成 28年 3月まで設ける 

【第 5号議案】コミュニティーながのへの手数料について ＜承諾＞ 

「コミュニティーながの」として業務を請け負い、報酬を得た場合には、報酬の 20％を事務手数料

としてコミュニティーながのに支払うこととする。 

【第 6号議案】役員任務変更   ＜承諾＞ 

現行 副代表は会計を兼務し会の会計を執行する 

変更点 「副代表は会計を兼務し会の会計を執行する」を削除 

【第 7号議案】第 4号議案、第 5号、第 6号議案承認に伴う会則変更について  ＜承諾＞ 



７．その他 

・日本野菜ソムリエ協会 運営部佐々木様より 

①野菜ソムリエアワード地区予選会場変更のお知らせ 

来年より 名古屋会場→東京会場 

②地域校(ジュニア野菜ソムリエ取得コース) 

コミュニティーのクーポンを積極的に活用して欲しい 

③ブログ、SNS掲載時の注意点 

画像を掲載する際(特に人物)は必ず許可を得てから掲載しなければならない。 

 本人はもちろん子供の場合は保護者などに許可が必要 

許可を得て掲載した場合は許可を得た旨を記載しなければならない 

新聞掲載された自身の記事であってもそれを写真に撮って無断でアップしてはならない 

 広告及び新聞社に確認して許可を得て、その旨も掲載する 

肖像権などから承諾書が必要な場合もあることを心得ておく 

但、ホームページのリンクについての許可は必要ない 

・高澤さんより 

 国産の大麦を中心に、可能な限り信州産又は国産の具材をプラスして焼き上げたグラノーラ（シ

リアル）の紹介。会員へのお土産として「信州産りんご＆シナモン」「信州産葡萄＆メープル」を

配りました 

・太田奈穂さんより 

伝統野菜「沼目越瓜」（ぬまめしろうり）の紹介 

緑育フェスタ期間中のベジフルフラワー教室の案内 

・中島さんより 

 イベントを企画するためのマニュアルを提案 

 目的→会場・日時→告知→懇親会 

 準備段階から開催後にすることまで詳細に明記し、資料にまとめてくれました 

８．閉会あいさつ  高澤副代表 

 


